
多摩地域における新型コロナウイルス軽症者等の宿泊療養施設の募集について 

 
 都は、新型コロナウイルス感染症陽性者のうち、入院治療が必要ない軽症や無症状の方々（以

下「軽症者等」という。）の療養のための療養施設を開設してきました。 

しかしながら、多摩地域における宿泊療養施設が限定されております。 

そのため、都が要請した場合、速やかな宿泊療養施設の開設にご協力いただける事業者の皆様

を募集します。 

 

１  公募内容について 

 （１）宿泊療養施設の要件（必須項目） 

   ・多摩地域に所在地を有し、１棟 100室以上の物件で１棟貸しができること。 

   ・各居室内には、トイレ、入浴設備、手洗設備、冷暖房設備、内線電話、テレビ、冷蔵庫が

設置されていること。 

   ・Ｗｉ-Ｆｉ等の無線によるインターネット環境が整備されていること。 

   ・館内にエレベーターが２基以上あること。 

   ・館内放送設備があること。 

   ・各居室内においてアメニティ、ドライヤー、ポットの提供が可能であること。 

   ・ホテル従業員が宿泊療養施設の運営に参加いただけること。（これらに係る費用は都側で

負担いたします。） 

 

（２）運営上の留意点 

   ・宿泊療養施設の建物維持管理については、事業者側で行っていただきます。（建物維持管

理に係る費用は、都側で負担いたします。） 

   ・パーテーションや目張り等による事前工事及び原状回復工事については、事業者側で行

っていただきます（当該工事に係る費用は都側で負担いたします。）。 

   ・近隣の企業及び住民等に対する説明が必要な場合は、原則として、都と協働して行って

いただきます。 

   ・覚書締結から開設準備までの期間については、通常どおり、ホテル営業をしていただく

ことを考えており、都側の費用負担は想定しておりません。 

   ・開設要請から開設までの準備期間において、宿泊者や予約者の他の宿泊施設への移動等

は事業者側で行っていただきます。（移動等に係る費用は、都と事業者において別途協議

の上、決定することとします。）。 

 

（３）使用料等 

  具体的な金額は、都と事業者において別途協議の上、決定することとします。 

 

（４）使用期間 

  受入開始日より最低２か月間 

  （感染者数の状況により、期間の延長をさせていただく場合もございます。） 



（５）その他 

   医療スタッフの配置等医療体制に係る運営業務は都側で行いますが、ホテル従業員が宿泊

療養施設の運営のうち、防護服着用の上、軽症者等の居住ゾーンに入る業務（食事の提供

等）にご協力いただければ幸いです（これらにかかる費用は、都側で負担いたします。）。 

   

   詳細については、個別に調整させていただきます。 

 

２ 応募について 

（１）受付期間 

   令和３年２月２６日（金曜日）から３月８日（月曜日）まで 

 

（２）応募方法 

   応募フォームの【必須項目】、【あれば望ましい項目】、【その他確認項目】、【運営上の留意

点】の各項目に回答していただくとともに、以下の①～③について、必要事項を記入の上、

送付先のメールアドレスへお送りください。なお、複数の宿泊施設を応募対象とする場合は

④に施設名等を記入してください。 

① 事業者名、住所、担当者名、連絡先（電話番号・メールアドレス） 

② 提供可能な宿泊施設名、所在地、棟数と居住数、宿泊施設 Webサイト URL 

※宿泊施設のフロア配置の分かるパンフレット等がありましたら、併せてお送りくだ 

さい。 

③ 自由意見（何か提案がございましたら御記入ください。） 

④ 複数施設応募用の記入リスト（複数の宿泊施設を応募する場合） 

   

 【送 付 先】福祉保健局感染症対策部事業推進課 S0415103@section.metro.tokyo.jp 

             ※１度に送付できる容量は３MBまでです。 

 【問合せ先】福祉保健局感染症対策部事業推進課宿泊施設担当 ０３－５３２０－５９７３ 

        ※お手数ですが、メールでのお問合せをお願いいたします。ただし、メールが送

信できない等の特段の事情がある場合は、上記【問合せ先】までご連絡くださ

い。なお、受付時間は平日９時から１７時までとさせていただきます。 

 

３ 選考について 

 ・上記１（１）から（４）までの全ての要件に合致する事業者の中から選考を行い、候補となっ

た事業者については、宿泊療養施設として活用の可否を判断するため、現地にて施設・設備

を確認させていただきます。 

・現地確認の結果、宿泊療養施設として活用可能と判断した事業者については、覚書を締結さ

せていただきます。なお、覚書の有効期限は令和３年度末とし、宿泊療養施設の開設は感染

状況次第になりますので、直ちに開設するとは限りません。 

・応募いただいた事業者については、３月中旬を目途に選考を行い、郵送にて結果をお知らせ

します。 


